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１ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の観客数等について 

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」とい

う。）の観客数等については、国際オリンピック委員会（以下「IOC」と

いう。）、国際パラリンピック委員会（以下「IPC」という。）、公益財

団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下

「組織委員会」という。）、東京都、国の５者協議及び2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会※

（以下「関係自治体等連絡協議会」という。）において、以下のとおり

決定した。

※ 大会の開催に向け、競技会場が所在する都道府県及び市区町村、組織委員会、国が相

互緊密に連携しながら準備を進めていくために設置された協議会 

＜経過＞ 

令和３年６月21日 【５者協議】 

・オリンピック競技大会について、全ての会場におい

て観客数の上限を「収容定員50％以内で１万人」と

する。

・ただし、７月12日以降、緊急事態宣言又はまん延防

止等重点措置が発動された場合については、無観客

も含め検討する。

・パラリンピック競技大会については、オリンピック

開会式の一週間前の７月16日までに方針を決定す

る。

７月８日 【５者協議】「別紙１のとおり」 

・オリンピック競技大会について、東京都内の会場の

無観客が決定。

・東京都外の競技会場所在自治体に関しては、関係自

治体等連絡協議会を開催し、首長と協議の上、決定

する。

・パラリンピック競技大会については、オリンピック

が閉会した後に、観客数の取扱いを決める。

 【関係自治体等連絡協議会】「別紙２のとおり」 

・神奈川県、千葉県、埼玉県の会場の無観客等が決定。
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
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 2021 年 7 月 8 日 

IOC・IPC・東京 2020組織委員会・東京都・国 

共同ステートメント 

本日、東京都に緊急事態宣言が発出されることが決定されたことを受け、国際オリンピック委員会

（IOC）、国際パラリンピック委員会（IPC）、東京 2020 組織委員会、東京都、国の五者は、リモートに

よる協議を急遽開催いたしました。 

会議においては、日本側から以下の説明がなされ、IOC と IPC は日本側の方針に対し合意いたしま

した。合意内容は以下のとおり。 

 本日、日本国政府は東京都に緊急事態宣言を発出することを決定した。これは東京都において、

新規陽性者数が高い水準にあり、増加傾向が見られることなどから、感染拡大の防止等を図るた

めの措置として発出されるものである。

 6 月 21 日の五者協議では、「7 月 12 日以降、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が発動

された場合の観客の取り扱いについては、無観客も含め当該措置が発動された時の措置内容を踏

まえた対応を基本とする」とされていたが、今回の緊急事態宣言を受け、人流を抑制するととも

に、感染拡大の防止等に向けたより厳しい措置として、無観客とする。なお、本方針の下、緊急

事態措置が講じられていない区域においては、関係自治体等連絡協議会を開催し、それぞれの地

域の状況を踏まえ、首長と協議の上、具体的な措置を決める。

 なお、感染状況などについて大きな変化が生じた場合には、速やかに五者協議を開催し、観客に

ついての対応を検討する。

 また、同じく先般の協議では「パラリンピックについては、オリンピック開会式の一週間前の 7

月 16 日までに方針を決定する。」とされていたが、今後の感染状況等を踏まえて判断する必要が

あることから、オリンピックが閉会した後に、パラリンピックの観客数の取扱いを決めることと

する。

別紙１ 
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このような状況となったことは大変に残念であり、スタジアムでの観戦を楽しみにしていたチケッ

ト購入者の方には誠に申し訳ありませんが、感染拡大の防止等を図るためにはやむを得ない措置とし

てご理解いただきたいと思います。

五者としては、引き続きアスリートにとって安全・安心な大会運営を行い、日本中、世界中の人々

に、スポーツの力、オリンピック・パラリンピックの理念を届けることに全力を傾注することを確認

しました。 

【本件に関するお問い合わせ】 

（報道関係者専用） 

東京 2020 組織委員会 

広報局広報部戦略広報課 

担当：安野(050-9000-6622) 

渡邉(050-9014-0135) 

電話：03-6631-1949 

Email：pressoffice@tokyo2020.jp 

（報道関係者以外） 

東京 2020 お問い合わせ窓口 

電話番号：0570-09-2020（有料） 

受付時間：9：00～17：00 

土日祝日、年末年始を除く 
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関係自治体別・観客取扱い 

団体名 
政府の対処方針 オリンピックにおける運用 

7/12 以降の措置 観客基準 観客の扱い ナイトセッション 

東京都 緊急事態宣言 
50％以内で

5,000 人 
無観客 無観客 

埼玉県 

さいたま市 

まん延防止等重

点措置 

50％以内で

5,000 人 
無観客 無観客 

千葉県 

千葉市 

神奈川県 

横浜市 

北海道 

札幌市 

まん延防止等重

点措置後の経過

措置 

50％以内で

10,000 人 
検討中 検討中 

宮城県 有観客 有観客 

福島県 有観客 （ﾅｲﾄｾｯｼｮﾝなし） 

茨城県 
有観客 

（学校連携のみ） 
無観客 

静岡県 有観客 （ﾅｲﾄｾｯｼｮﾝなし） 

注）山梨県と相模原市は関係自治体等連絡協議会のメンバーですが、自転車ロードの通過自

治体なので、上記表に記載していません。  

別紙２ 
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